
2025 年 4月 

お客さま各位 

ちばぎん証券株式会社 

 

「三菱 UFJ 純金ファンド」（愛称：ファインゴールド）の約款変更のお知らせ 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、「三菱 UFJ 純金ファンド」（愛称：ファインゴールド）につきまして、当ファンドの設定・運用を行ってお

ります三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社（以下、委託会社）より、信託報酬等の記載変更に伴う約

款変更についての通知がございましたのでご案内申し上げます。 

下記委託会社作成のお客さま宛レターも合わせてご確認ください。 

 



2025年4月19日

受益者のみなさま

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

「三菱ＵＦＪ  純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉」

約款変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、対象ファンドにつきまして、下記の約款変更を行いましたので、お知らせ

申し上げます。

本件変更後も運用方針および運用プロセスには変更はございません。

本件約款変更についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛

顧の程、よろしくお願い申し上げます。

本件変更に関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

敬具

記

1．対象ファンド

三菱ＵＦＪ  純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉

2．約款変更日

2025年4月19日（土）       

3. 変更内容

ファンドのパフォーマンス向上のため、有価証券の貸付（以下、レンディン

グ）を開始し品貸料を収受する予定です。収受した収益については、一部

（50％超）をファンドの純資産に組み入れるとともに、一部（50％未満※)を

信託報酬として委託会社（弊社）と受託会社が収受いたします。そのため、信

託報酬等に関する約款の記載を変更いたします。

くわしくは、別紙の「約款変更 新旧対照表」をご確認ください。

※具体的には、49.5％（税抜 45.0％）以内とします。



4．レンディングについて

レンディングとは、保有する有価証券等の一部を証券会社等に貸し付け、借り

手から品貸料を獲得する取引です。本件変更後、レンディングを行った場合に

品貸料として得られた収益は、その一部を信託報酬として委託会社と受託会社

が受け取り、残りの部分については、ファンドの収益として残ります。

なお、借り手の決済不履行リスクについては、弊社にて取引先の信用力や与信

枠などのモニタリングを実施します。さらに、レンディングの評価額に対して

100%超の担保を弊社が受け入れ、取引の保全を図ります。

5．目論見書の記載変更について

2025 年 4 月 19 日の定例改版時に、目論見書の記載を一部変更しました。変更

箇所につきましては、別紙をご参照ください。

以上

このお知らせに関するお問い合わせ先

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034
【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12 月 31 日～1月 3日を除く）】

受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。



約款変更 新旧対照表

三菱ＵＦＪ  純金ファンド

変更後（新） 変更前（旧）

（信託報酬等）

第38条 委託者および受託者の信託報酬の

総額は、次の各号により計算された額

の合計額とします。

１．第35条に規定する計算期間を通じ

て毎日、信託財産の純資産総額に年

10,000分の50の率を乗じて得た額

２．第26条に規定する有価証券の貸付

の指図を行った場合は、その品貸料

（貸付有価証券の利子または配当

金等相当額を含まないものとしま

す。また、有価証券の貸付にあたっ

て担保として金銭を受け入れた場

合には、当該品貸料に、当該金銭の

運用により生じたとみなし得る収

益を加算し、貸付の相手方に支払う

当該金銭に対する利息額を控除し

て得た額（ただし、この額が負の場

合は、零とします。）とすることがで

きます。以下同じ。）の100分の50未

満の額

②～③ （略）

（信託報酬等）

第38条 委託者および受託者の信託報酬の

総額は、第35条に規定する計算期間を

通じて毎日、信託財産の純資産総額に

年10,000分の50の率を乗じて得た額

とします。

②～③ （略）

別紙



目論見書の記載変更

変更後：赤枠部分を追記いたしました。



変更前



変更後：赤枠部分を追記いたしました。

（ご参考） 借り手の決済不履行リスクについては、弊社にて取引先の信用力や与信枠などのモニタリン

グを実施します。さらに、レンディングの評価額に対して 100%超の担保を弊社が受け入れ、取引の保全を

図ります。

変更前

以 上


